
 

平成２２年６月１０日 

 

一般ガス事業者の供給約款変更に係る届出について 

（太田都市ガス株式会社） 

 

関東経済産業局は、本日（６月１０日）、太田都市ガス株式会社からガス料金の引き下げ

を主な内容とする供給約款変更届出書等を受理した。 

同社は、経営効率化の努力の成果を需要家に還元する趣旨から、平成２２年６月２３日よ

りガス料金引き下げを実施することとしている。 

 

１. 改定率等 

【小口部門】                           （45MJ） 

現行料金平均単価 届出料金平均単価 改定率 

156.75 円/m3 150.09 円/m3 ▲ 4.25％ 

【うち供給約款】                         （45MJ） 

現行料金平均単価 届出料金平均単価 改定率 

176.98 円/m3 169.98 円/m3 ▲ 3.96％ 

【モデル世帯における１ヶ月あたり料金（税込）の増減額】 

現行料金 届出料金 増減額 

6,443 円/月 6,193 円/月 ▲ 250 円 

（注） １．小口部門とは、「年間使用量 10 万 m
3
以上（46MJ/m

3
換算）で、更にガス事業者と大口契約を締

結した需要家」を除いた部分。 

 ２．現行料金平均単価は、変更前の料金収入を原価算定期間中の販売量で除したもの。 

 ３．モデル世帯のガス使用量は、1 世帯あたりの標準的使用量 34m
3
（45MJ/m

3
）を使用した。 

 ４．モデル世帯の１ヶ月あたりの届出料金は、届出時点のものであり平成 22 年 6 月検針分以降の料

金は原料費調整制度により変動がある。 

 

２. 原料費調整制度の基準平均原料価格 

３９，０６０円／トン 〔平成２１年１２月～平成２２年２月の円建て貿易統計価格〕 

 

３. 実施予定期日 

平成２２年６月２３日 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課 

担当者：関根、野村、長谷川 

電 話：０４８－６００－０３９３（直通） 



 

【参考】  

 

 

１. 太田都市ガス株式会社の概要 

( 1 ) 会社設立年月  昭和 46 年 6 月 

( 2 ) 代 表 者  代表取締役社長 本島 虎太 

( 3 ) 本 社 所 在 地  群馬県太田市浜町１７番地４号 

( 4 ) 電 話 番 号  0276-45-4161 

( 5 ) 資 本 金  130 百万円（平成 21 年 12 月末） 

( 6 ) 従 業 員 数  36 人（平成 21 年 12 月末） 

( 7 ) 供 給 区 域  太田市、邑楽郡大泉町 

( 8 ) 需 要 家 数  10,414 個（取付メーター数）（平成 21 年 12 月末） 

( 9 ) ガ ス 販 売 量  150,517 千 m3／45MJ（平成 21 年度） 

( 1 0 ) ガ ス 売 上 高  9,415 百万円（平成 21 年度） 

 

 

２. 新料金表 

（45MJ） 

料金表 適用区分 
基本料金 

（税込） 

従量料金単価 

（税込） 

A 0m3超 ～ 15m3まで 787 円 178.60 円/m3 

B 15m3超 ～ 80m3まで 1,312 円 143.56 円/m3 

C 80m3超 ～ 200m3まで 3,002 円 122.43 円/m3 

D 200m3超 ～  5,546 円 109.71 円/m3 

（注）従量料金単価は届出時点のものであり、平成 22 年 6 月検針分以降の従量料金単価は原料費調整制度

により変動がある。 

 

 


